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2026 年 4 月 13 日 

【今回お知らせする内容】 

確認結果 

4 月 10 日午前 7 時 48 分に消灯していることを確認した 2 号機 取水塔（注 1）

に設置している航路標識灯（注 2）について、同日 18 時 20 分頃に改めて点灯状

態を確認した結果、航路標識灯が点灯し正常な状態であることを当社社員が確

認しました。 

その後、海上保安庁 清水海上保安部へ航路標識灯が復旧したことを連絡し

ました。 
 

【これまでにお知らせした内容】 

（2026 年 4 月 10 日お知らせ済み） 

発生号機 
2 号機（廃止措置中）  

取水塔 （放射線管理区域外） 

発生年月日 2026 年 4 月 10 日 

状況 

本日午前 7 時 48 分、2 号機 取水塔に設置している航路標識灯について、点

灯すべきところ、消灯していることを当社社員が確認しました。 

このため、本日午前 8 時 14 分に、所轄官庁である海上保安庁 清水海上保

安部へ本事象の連絡をおこないました。 

今後、当該航路標識灯の点検をおこないます。 

なお、本事象によるプラントへの影響はありません。 

放射能の影響 本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。 

 

 

 

注 1 取水塔は、海水の取水のため、敷地前面の海岸沖に設置しています。 

注 2 航路標識灯は、航路標識法に基づき、船舶交通の安全確保の観点から、事業者が設置・管理

しています。照度を感知し、夜間は点滅、昼間は消灯しています。 

 

以 上 

浜岡原子力発電所 2 号機 取水塔 航路標識灯の消灯 

（続報） 

https://www.chuden.co.jp/resource/ham/260410%202ukourohyoushikitousyoutou.pdf

